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民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
Ｐ

Ｆ
Ｉ
法
」
と
い
う
。
）
は
、
国
民
に
対
し
低
廉
か
つ
良
好
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
し
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
関
す
る
情
報
公
開
は
不
可
欠
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

官
民
フ
ァ
ン
ド
の
運
営
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
二
十
五
年
九
月
二
十
七
日
官
民
フ
ァ
ン
ド
の
活
用
推
進
に
関
す
る
関
係

閣
僚
会
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
投
資
実
績
の

情
報
開
示
の
重
要
性
及
び
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
点
に
関
し
て
、
岡
田
国
務
大
臣
は
、
令
和
四
年
十
一
月
十
八
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
「
国
民
に
対
し
て

説
明
責
任
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
」
と
し
た
上
で
、
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
情
報
を
質
・
量
と

も
に
充
実
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
答
弁
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
、
機
構
は
、
利
用
料
金
を
徴
収
す
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
を
行
い
、
利
用
料
金

を
自
ら
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
特
定
選
定
事
業
等
に
対
し
資
金
供
給
を
行
う
株
式
会
社
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

岡
田
国
務
大
臣
は
、
令
和
四
年
十
一
月
十
八
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
に
お
け
る
機
構
の
支
援
対
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象
事
業
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
う
ち
、
事
業
者
が
利
用
料
金
を
自
ら
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
も
の
と
定
義
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
」
と
し
、
「
具
体
的
に
は
、
利
用
料
金
の
み
で
費
用
を
賄
う
い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
独
立
採
算
型
事
業
と
、
利
用
料
金
に
加

え
て
公
共
の
負
担
で
一
部
の
費
用
を
賄
う
混
合
型
事
業
の
二
種
類
の
事
業
を
指
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
発
言
し
て
い
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

岡
田
国
務
大
臣
答
弁
に
よ
れ
ば
機
構
が
資
金
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
は
、
独
立
採
算
型
事
業
と
混
合
型
事
業
で
あ

り
、
サ
ー
ビ
ス
購
入
型
事
業
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
と
解
し
て
よ
ろ
し
い
か
、
見
解
如
何
。 

二 

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日
、
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
私
の
横
浜
地
方
合
同
庁
舎
（
仮
称
）
整
備
等
事
業
に
対
す
る

機
構
の
融
資
状
況
を
問
う
質
問
に
対
し
、
政
府
参
考
人
が
「
機
構
の
融
資
実
行
額
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
機
構
が
関
係
者
と

の
調
整
を
行
っ
た
も
の
の
、
関
係
者
の
了
解
が
得
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
大
変
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
現
時
点
で
は

お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
」
と
答
弁
し
た
こ
と
は
、
先
の
情
報
公
開
を
質
・
量
と
も
に
充
実
さ
せ
る
と
い
う
岡
田

国
務
大
臣
答
弁
に
照
ら
し
て
不
適
切
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
見
解
如
何
。
不
適
切
で
な
い
と
判
断
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

令
和
三
年
五
月
の
会
計
検
査
院
『
会
計
検
査
院
法
第
三
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
書
「
国
が
実
施
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
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業
に
つ
い
て
」
』
の
中
で
、
横
浜
地
方
合
同
庁
舎
（
仮
称
）
整
備
等
事
業
の
類
型
は
、
サ
ー
ビ
ス
購
入
型
に
分
類
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
機
構
が
融
資
を
す
る
対
象
外
の
事
業
と
な
り
、
機
構
の
設
立
趣
旨
に
反
し
た
融
資
と
な
る
が
、
見

解
如
何
。
趣
旨
に
反
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

四 

会
計
検
査
院
同
報
告
で
は
、
横
浜
地
方
合
同
庁
舎
（
仮
称
）
整
備
等
事
業
の
事
業
者
選
定
時
の
Ｖ
Ｆ
Ｍ
は
▲
六
・
六
％

（
会
計
検
査
院
試
算
）
で
あ
り
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
と
す
べ
き
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
中
で
当
該

事
業
を
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
と
し
て
実
施
し
た
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
、
理
由
を
含
め
て
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


